




 

 染色体異常や奇形症候群の診断に皮膚紋理分析が臨末応用されてから十余年

を経過している。皮膚紋理は指掌,趾蹠の隆線の有用情報であり,遺伝(多因子

性)因子を軸に,胎生初期～中期に形成される。先天性四肢障害や四肢の形態異

常を伴なう系統疾患では,皮膚紋理の異常,種々の段階の形態変化や定量的指標

の変動が認められている。先天性四肢障害の障害程度や病因の分析(遺伝要因)

を皮膚紋理をパラメーターとして行う事ができる。 

 これまで染色体異常－四肢奇形－皮膚紋理の関連を研究して来たが,一般に

皮膚紋理分析や診断を行なう場合留意すべき諸点がある。 

 1)対象群を適正に選ぶこと,2)人種差,性差,左右差等の配慮,3)国際比較が可

能なこと,4)総合指標などである。皮膚紋理分析の基本課題であるが,かかる検

討は極めて少なく,日本人集団について上記の留意点を配慮した研究はない。 


